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関西育種基本区で開発されたヒノキエリートツリー（左）と

ヒノキモデルミニチュア採種園（右）

写真１　増殖を開始した特定母樹（スギ）

写真２　林木育種開発品種説明会でエンドユーザーに

　　　　特定母樹を開発担当者が説明

１．はじめに

　戦後の造林地が主伐期を迎え、木材生産機能と

地球温暖化防止機能の発揮の観点から、成熟した

森林資源を伐採・利用して再造林を行う「若返り」

が必要とされています。こうした中、林業用種苗

には、林業活動が魅力的なものとなるよう、さら

なる性能の向上が求められています。このため、

林木育種センターでは、成長に優れ、材質等にも

優れたエリートツリーの開発を進めています。平

成25年度には、九州育種基本区と関西育種基本

区において、ヒノキでは、はじめてとなるエリー

トツリーを開発しました。ここでは、関西育種基

本区でのヒノキのエリートツリー開発の取り組み

を紹介します。

２．エリートツリーの開発まで

　関西育種場では、ヒノキエリートツリー候補木

の選抜を、平成20年度より四国地方から着手し、

現在は近畿・中国地方において進めています。候

補木は、20～30年生の検定林を対象に、まず、

定期調査時の樹高、胸高直径、曲がりのデータを

用いて、成長に優れ、幹が通直な個体を選出しま

す。次に、検定林でファコップによる応力波伝播

速度等を調査し、ヤング率の低い個体や欠点のあ

る個体を除き、候補木とします。候補木は、つぎ

木によりクローンを増殖して育種場内に保存しま

す。保存したクローンを対象にジベレリン処理を

行い、雄花着花量が平均的なレベル以下と判定さ

れたものを、最終的なエリートツリーの候補木と

します。

　平成25年度は、四国地方で選抜した候補木の

うち、各種基準に達した27系統がヒノキエリー

トツリーとして認定されました。これらのエリー

トツリーの選抜時の単木材積は、検定林の精英樹

の平均の1.8～2.1倍と、材積成長がよく、また、

ヤング率の低いものや雄花着生量の多い個体が除

かれていることから、材質もこれまでの精英樹と

比べて遜色なく、花粉症対策にも考慮したものと

なっています。

３．エリートツリーの普及のために

　関西育種場では、エリートツリーの山行き苗を

早期に普及させるため、スギと同様にヒノキモデ

ルミニチュア採種園を造成し、着花促進方法や採

取した種子の品質を試験しました。その結果、ヒ

ノキもミニチュア採種園による種子生産が可能で

あることについて確認ができたことから、今後は、

整枝剪定、施肥等の技術の確立とそれらの技術の

マニュアルを作成する予定です。

　また、エリートツリーのコンテナ苗の生産や植

栽試験地での成長等の調査にも着手し、エリート

ツリー苗の育苗や育林技術のための情報を収集し

たいと考えています。

４．おわりに

　平成26年春より、開発したヒノキエリートツ

リーの原種配布を開始しました。まずは、要望の

あった3県に配布し、平成27年以降も配布を予

定しています。県では、これらの苗木により、エ

リートツリーの採種園、採穂園の造成に着手して

おり、平成34年頃からヒノキエリートツリーの

山行き苗の生産、普及が始まると期待されます。

（関西育種場　育種課　久保田正裕）

１．はじめに

　昨年５月の「森林の間伐等の実施の促進に関

する特別措置法」（以下「間伐等特措法」という。）

一部改正では、従前からの間伐促進に加え、森

林のＣＯ２の吸収固定能力の向上のため、特に

成長の優れた樹木で農林水産大臣が指定するも

の（以下「特定母樹」という。）の増殖の実施を

促進する措置を総合的に推進するよう定められ

ました。その支援を行う機関として（独）森林

総合研究所が位置付けられ、これに伴い林木育

種センター・育種場でも特定母樹の配布、技術

指導等その他必要な支援を円滑に進められるよ

う普及調整に係る新ポストが設置されました。

２．普及調整の基本的な考え方

　成長に係る特性の特に優れた特定母樹等開発品

種の積極的な導入を促進するため、幅広くその情

報を提供するなど開発品種等の普及に努めます。

　また、林木育種センター・育種場における研究

成果の最大化の一環である開発品種等の普及の推

進に向け、エンドユーザーの開発品種等に対する

評価を獲得するとの方向性を示し、社会に貢献す

る品種開発となるよう努めていきます。

３．普及調整の方針

　林木育種センターでは、昨年度から開発品種の

説明会の開催など開発品種のエンドユーザーへの

PRを始めたところですが、品種の普及の主体で

ある都道府県や、苗木の生産を行っている団体等

関係者の支援となるよう、連携・協力しながら活

動をすすめていきます。

　また、特定増殖事業への対応では、間伐等特措

法の一部改正により、（独）森林総合研究所（林

木育種センター・育種場）が、その所有者として

特定母樹を認定特定増殖事業者（民間事業者）に

配布することになります。効率的・効果的に配布

していくことができるように、特定母樹の増殖な

どに係る基本方針の作成や民間事業者からの要望

のとりまとめを行う都道府県並びに、都道府県が

作成した基本方針を協議する林野庁等の関係者と

の連絡調整を密に行います。

　さらに、採種園造成等技術の支援についても、

林木育種センター・育種場と都道府県が協力して

民間事業者を指導する態勢を整えるなど、特定母

樹等開発品種の普及が円滑に進められるよう取り

組んでいきます。

（育種部指導課　塚本　徹）

ヒノキのエリートツリーを開発 特定母樹等開発品種の普及に向けた取組




